
　　　　　　　　　　　その他、教育委員会と協議の上で天然記念物の保護のために必要と判断される措置を講じること。

　５.業務完了　 指定地周辺において遊歩道一式を整備した状態をもって業務完了とする。

　６.成果品　　 遊歩道整備一式

　　　　　　　　（２）その他

　　　　　　　　　　　指定地内外を問わず、生育するシダレグリの枝を傷つけないよう細心の注意を払うこと。

　　　　　　　　　　　指定地周辺においてはツツジおよび希少植物８種（マンセンカラマツ、マキノスミレ、ヤマシャクヤク類、スズサイコ、オオヒナノウスツボ、

　　　　　　　　　　　キキョウ、バアソブ、ユウスゲ）が生育していることを留意し、これらを傷つけないよう細心の注意を払うこと。

　　　　　　　　　　　重機が進入する場合は指定地外のみとし、シダレグリの根への影響を鑑み、踏み荒らし等がないよう最大限留意し、樹脂製敷板等を用いて養生を行うこと。

　　　　　　　　　　　指定地周辺への外来植物等の持込みを防止するため、重機等の機械を清浄にすること。

　４．内容　　　（１）国指定天然記念物 小野のシダレグリ自生地周辺の遊歩道整備を行う。

　　　　　　　　　　　安全のため遊歩道右脇に１段のロープ柵を設置する。

　　　　　　　　　　　土道は重機等を用いて不陸整正を行い、転圧を行う。

　　　　　　　　　　　第三者の立ち入りがないよう安全管理柵の設置を行う。

　　　　　　　　　　　重機等の使用による自生地への影響を最小限にするよう留意する。

　　　　　　　　ロープ　　ナイロン茶色　φ12ｍｍ

　　　　　　　　杭　　　　擬木　Ｔ＝1.2ｍ　穴あけ加工　1.5ｍ間隔

　３.事業期間　 契約日～令和８年３月26日

令和７年度　小野のシダレグリ自生地遊歩道整備工事（歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）　仕様書

仕　　様
　１．規模　　　遊歩道　　　Ｗ＝1.2ｍ　Ｌ＝150ｍ

　　　　　    　ロープ柵　  １段 Ｌ＝150ｍ

　２．材質　　　遊歩道　　土道


